
患者さんへお知らせ
当院は、厚生労働省が定めた施設基準に基づき「コンタクトレンズ検査料１」の届出を

行っており、診療費等につきましては次のとおりとなっております。

【初診の場合】

【再診の場合】

【診療眼科医師】

※ご不明な点がございましたら、眼科スタッフへお訊ねください。

令和７年６月１日

２９１点初診料

２００点コンタクトレンズ検査料１

７５点再診料

２００点コンタクトレンズ検査料１

吉田 武史 診療経験２７年

高橋 洋如 診療経験１５年


